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奪
葦
開
所
戒
外
交
文
書
を
暫
見
し
て

!
鮮
南
北
支
地
方
兼
行
の

一
枚
獲

1
三

宏

昨
秋
磯
を
得
て
朝
鮮

･
浦
洲

･
北
支
地
方
を
短
期
間
旗
行
す
る

こ
と
が
出
雅
た
｡
そ
の
際
京
城
帝
歯
大
拳
に
保
管
せ
ら
る
1
空
軍

閣
文
庫
所
蔵
の
朝
鮮
李
王
朝
末
期
の
外
交
文
書
を
鳥
山

･
田
保
椿

両
教
授
の
御
好
意
に
よ
っ
て
管
見
す
る
を
得
た
｡
漠
然
と
近
代
の

日
･
鮮

･
清

･
露
の
外
交
関
係
の
史
料
が
あ
れ
ば
見
た
い
と
い
ふ

心
算
で
訪
れ
た
馬
準
備
も
不
充
分
で
'
且
つ
は
短
時
日
の
こ
と
1

て
'
十
分
渉
猟
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
っ
た
｡
再
度
の

精
査
を
期
し
て
､
こ
1

に
は
革
に
垣
間
見
る
を
得
た
と
こ
ろ
を
揖

介
す
る
に
止
め
た
い
｡

秋
晴
に
輝
-

一
日
'
色
づ
か
ん
と
す
る
木
々
に
囲
ま
れ
た
蘭
書

舘
を
訪
れ
'
至
章
閣
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
種
々
の
貴
重
書
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
｡
そ
の
中
に
李
朝
末
期
の
外
交
文
書
が
落
し
-
堆
積

さ
れ
て
ゐ
た
.
最
も
早
-
竺

八
七
二
年
軸
加
宗

年

の
文
書
が

あ
る
が
'
大
約

1
八
八
二
年

李明
太拍
王十
十五

明
泊
三
十

年
光
武
十
軌

頃
ま
で
の
も
の
で
あ
る 0

日九年
年
頃
よ
り

九
〇
六
年

･
輩
(清
)
･
俄
(
露
)
･

英

･
美
(
栄
)
･
徳
(
狗
)
･
法
(
併
)
･
義
(
伊
‥諸
国
の
駈
在
使
臣
と

李
王
朝
政
府
と
の
間
に
社
葬
さ
れ
た
文
書
そ
の
も
の
或
は
そ
の
為

し
で
'
各
囲
別
に
往
文

･
雑
文

･
乗
素
案
に
分
類
さ
れ
'
略
年
月

順
に
適
宜
に
綴
ぢ
ら
れ
て
ゐ
る
0
杢
章
閣
文
庫
些
冗
爽
李
王
家
の

も
の
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
が
朝
鮮
総
督
府
に
移
管
さ
れ
'
現
在
は

総
督
府
か
ら
京
城
帝
国
大
拳
に
保
管
を
托
せ
ら
れ
て
ゐ
渇
も
の
で

あ
る
｡
外
交
文
書
類
は
総
督
府
に
於
て
亜
理
せ
ら
れ
'
そ
の
ま
1

京
城
帝
国
大
挙
に
保
管
せ
ら
る
1
や
う
に
な
っ
た
も
の
で
'
新
に

革
理
分
類
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
い
ふ
O
整
理
不
完
全
の
馬
検
索

頗
る
不
便
で
あ
-
'
叉
'
散
供
し
た
も
の
或
は
意
を
以
て
刑
去
せ

ら
れ
た
も
の
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
戯
し
朝
鮮
を
中
心
と
す

3T
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る
外
交
関
係
を
研
究
す
る
も
の
に
と
つ
て
は
看
過
す
+(
か
ら
ざ
る

史
料
で
あ
る
こ
と
曝
首
を
侠
た
ぬ
｡

1
八
九
六
年
五
月
モ
ス
ク
ワ
に
於
て
拳
行
さ
れ
た
ロ
シ
ャ
皇
帝

ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
戴
冠
式
を
横
と
し
て
二
つ
の
粛
要
な
る
協
約
が

成
立
し
た
.

一
は
蕗
･清
閑
の
秘
密
同
盟
陳
約
で
あ
り
'
他
は
日
･

露
問
の
所
謂
山
願

･
ロ
バ
ノ
フ
議
定
書
で
あ
る
｡
山
願

･
ロ
バ
ノ

フ
議
定
書
と
は
戴
冠
式
参
賀
使
節
と
し
て
モ
ス
ク
ワ
に
派
遣
さ
れ

た
山
願
有
朋
と
ロ
シ
ャ
外
務
大
臣
ロ
バ
ノ
フ
･
ロ
ス
ト
フ
ス
キ
ー

と
が
朝
鮮
間
讐

開
し
て

7
<
九
六
年
謂

誓

ハ
月
九
望

ス
ク

ワ
に
於
て
調
印
せ
し
議
定
書
で
あ
る
O
JJ
の
議
定
書
は
耐
締
約
観

が
朝
鮮
の
財
政

･
軍
事
･
電
信
等
に
関
し
て
協
約
し
た
も
の
で
あ

っ
て
'
互
に
畢
猫
の
行
動
を
残
さ
ぬ
こ
と
を
的
し
､
各
の
朝
鮮
に

封
す
る
利
害
関
係
の
平
等
な
る
こ
と
を
主
意
と
し
た

も

の
で
あ

る
.
然
る
に
ロ
シ
ャ
の
其
後
の
行
動
は
ロ
シ
ャ
が
こ
の
精
軸
を
無

税
L
t
議
定
書
を
反
故
と
し
て
顧
み
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ

る
｡

一
八
九
七
年
に
は
ロ
シ
ャ
陸
軍
士
官
三
名
下
士
十
名
其
他
八

名
里
見
城
に
迭
っ
て
教
練
師
と
し
て
朝
鮮
政
府
に
採
用
せ
し
め
~'

同
年
度
支
部
総
裁
顧
問
官
東
海
関
根
税
務
司
と
し
て
ア
レ
ク
セ
ー

フ
を
涯
遺
し
て
朝
鮮
政
府
の
任
用
を
強
ひ
て
居
る
｡
其
他
鴨
線
江

欝
陸
島
に
於
け
る
伐
木
樺
を
譲
輿
せ
し
め
､
絶
影
鳥
に
貯
果
庫
を

設
置
す
る
を
許
さ
ん
こ
と
を
強
請
L
t
馬
山
浦
に
地
を
倍
-
て
醇

富
根
嬢
地
と
篤
さ
ん
と
す
る
等
着
々
と
し
て
ロ
シ
ャ
は
そ
の
勢
力

を
伸
張
す
る
企
園
を
残
し
'
速
に
日
露
の
開
戦
を
見
る
に
至
る

一

因
を
醸
成
し
た
.
こ
れ
ら
の
事
件
に
関
し
て
は
杢
葦
閣
研
織
の
外

交
文
書
に
凍
っ
て
歴
々
謹
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
今

1
八
九
七

年

ロ
シ
ャ
が
慶
支
部
総
裁
顧
問
乗
海
綿
紙
税
務
司
と
し
て
ロ
シ
ャ

大
蔵
省
の
官
吏
ア
レ
ク
セ
ー
フ
を
任
川
せ
ん
こ
と
を
朝
鮮
政
府
に

,tr<
抗
議

し
た
顛
末
を
此
等
外
交
文
書
に
依
っ
て
賢
し
'
併
せ
て
文
書

紹
介
の
茸
を
塞
ぐ
こ
と
1
し
よ
う
｡

1
八
九
七
年
九
月
ロ
シ
ャ
は
朝
鮮
の
財
政
樺
を
把
起
せ
ん
と
し

て
'
慶
支
部
顧
問
東
海
関
根
税
務
司
イ
ギ
リ
ス
人
ブ
ラ
ウ
ン
を
解

職
し
て
ア
レ
ク
セ
ー

フ
を
庄
川
す
べ
き
こ
と
を
朝
鮮
政
府
に
要
求

し
た
｡

一
八
九
七
年
十
月
六
日
京
城
駐
衣
ロ
シ
ャ
公
使
ス
パ
イ
ヤ

ー
は
次
の
如
き
照
合
を
朝
鮮
外
部
大
臣
閲
種
獣
に
致
し
て
居
る
.

マ
,

(
文
書

1
.
俄
案
照
合
節

既
)

ス

バ
イヤ-

大
俄
園
欽
命
公
使
大
臣
士

(
貝

耶

)

照
食
事

費
歯

大
君
主
陛
下
因
俄
固

皇
帝
陛
下
之
聖
儀
登
極

状
差
特

.
38



351

命
大
使
於

*
モ
ス
ユ
ー
府
時
'
政
論
於
該
大
使
､
便
之
以
曹
'

婿
其

大
君
主
陛
下
厩
欲
俄
政
府
常
勝
派
遣
該
開
度
支
部
坐
涯

一
員
干

朝
鮮

一
事
'
詳
明
俄
政
府
､
使
諸
員
首
席
看
槍
指
揮
諸
般
事

宜
之
財
政
及
海
綿
事
務
､
共
析
牽
連
園
内
之
財
政
事
夷
'
因

其
朝
鮮

大
君
主
陛
下
之
請
求
､
俄
固

皇
帝
陛
下
菜
己
日
課
図
度
支

部
意
歎
輝
美
閣
員

一
員
'命
去
朝
鮮
'
蓋
因
此
意
地
､該
員
名

卸

*
ア
レ
ク
セ
-

也
,
警

采

到
莞

(約
束
)故
琵

講

貴
大
臣
費
押
棒
照
干
開
諸
事
之
官
員
后
'
如

示
同
音
'

亦
馬
詳
示
於
郵
時
該
員
絡
行
税
務
至
扮
'
致
専
此
備
文
照
合

講
煩

貴
大
臣
韮
照
可
也
'
須
重
層
合
着

右

照

合

大
朝
鮮
外
部
大
臣
閲
嶺
獣
閣
下

俄
麿

三

八
百
九
十
七
年
九
月
二
十
習

篭

敗

弛
七

*

モ

ス

コ

-
及
び
ア
レ
ク
セ
ー

フ
は
原
文
書
に
於
で
は
朝
鮮
文
字
を
以

て
記
さ
れ
て
居
る
｡
以
下
は
じ
0

こ
の
照
合
に
封
し
て
閑
種
獣
よ
り
十
月
十
八
日
附
を
以
て

『
度

支
部
に
知
照
し
た
が
'
慶
支
部
よ
り
の
回
答
に
よ
れ
ば
､｢
慶
支
部

顧
問
官
乗
鞍
開
確
税
務
吊
と
し
て
は
巳
に
英
囲
人
プ
ラ
テ
ン
が
現

に
在
職
し
て
居
-
'
且
つ
そ
の
任
期
も
未
だ
満
了
し
て
居
な
い
'

鼓
に
ブ
ラ
ウ
ン
に
関
す
る
契
約
書
を
迭
附
す
る
か
ら
外
部
大
臣
に

於
て
照
亮
せ
よ
｣
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
度
支
部
よ
-
の
回

答
と
契
約
啓
の
竃
L
を
ス
パ
イ
ヤ
ー
公
使
に
迭
致
す
る
』
と
照
襟

し
て
居
る
｡

若
し
ロ
シ
ャ
の
謂
ふ
如
-
朝
鮮
よ
り
度
支
部
親
裁
顧
問
官
乗
海

関
級
税
務
司
と
し
て
通
常
な
人
を
派
遣
せ
ん
こ
と
を
ロ
シ
ャ
に
依

頼
し
た
の
で
あ
れ
ば
t
か
う
_ハ
ふ
順
番
を
焦
す
の
は
お
か
し
い
0

度
支
部
が
責
任
を
外
部
に
捧
嫁
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
上
は
明
ら

か
に
看
取
さ
れ
る
｡
外
部
に
於
て
も
そ
の
責
任
を
と
ら
う
と
し
て

ゐ
な
い
｡
か
1

る
態
度
は
こ
の
任
命
､
少
-
と
も
こ
の
時
に
於
て

任
命
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
箕
は
ロ
シ
ャ
の
意
に
出
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
息
は
せ
る
｡

fJ

の
順
番
に
封
し
て
十
日
十
九
日
附
を
以
て
ス
パ
イ
ヤ
ー
公
使

は

『
照
覆
及
び
契
約
書
需
L
を
受
取
っ
た
が
こ
れ
は
本
公
使
が
要

請
し
た
返
答
で
は
な
い
､
本
公
使
は
ア
レ
ク
セ
ー
フ
が
何
時
か
ら

そ
の
所
管
の
事
務
を
行
ふ
か
を
質
し
た
の
で
あ
る
'
元
来
彼
は
貴

政
府
の
講
に
よ
っ
て
乗
っ
た
も
の
で
あ
る
､
故
に
透
か
に
木
公
使

の
間
へ
る
桝
に
回
答
し
て
も
ら
ひ
た
い
'
若
し
明
日
こ
の
意
味
の
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回
答
を
残
さ
な
い
な
ら
ば
本
公
使
は
貴
政
府
が
ス
パ
イ
ヤ
ー
の
慶

安
部
顧
問
海
関
紙
税
務
司
た
る
こ
と
に
不
賛
成
で
あ
る
と
し
て
そ

の
旨
本
圃
政
府
に
報
普
す
る
』
と
い
ふ
強
硬
な
照
合
を
開
種
獣
に

致
し
て
居
る
｡
三
日
を
経
て
十
月
二
十
二
EZZ
閲
種
獣
は
ス
パ
･イ
ヤ

ー
に
照
覆
し
た
｡
如
ち
(
文
書
二
'
俄
案
照
復
第
四
十
三
流
)

辛

大
韓
外
部
大
臣
閑
種
獣
残
照
覆
事
'
照
得
我
暦
本
月
十
九
日
産

到
貴
筈

･
内
開
･･-
･･(
叶
川
汁
higQ=
鮒
躯
雪

)
･･････等
因
･

准
此
'
涼
曹
知
照
我
度
支
部
'
旋
接
雀
開
'
本
月
十
五
日
本

大
臣
(
畑
柁
部
)

之
芸

(
叶
詔

叫
諸

的
器

朋
諜

聖

霊

本
部
事
横
臥
詮
明
地
･
凡
外
閑
人
延
慧

件
･
由
嘉

(掛
)

較
量
彼
此
事
勢
'
従
中
安
善
為
可
'
則
如
何
作
雀
於
俄
公

使
'
惟
雀
貴
大
臣
参
互
意
見
'
敢
以
仰
復
照
亮
安
塀
等
因
'

准
此
･
准
諸
員
(
㍗

"
)

･
埋
謄

就
勝

･
所
有
合

同
硯
事

各
節
'
並
知
旧
:芸

務
大
臣
､
就
次
商
琳
'
【再
行
怖
聞
'
請

煩貴
大
臣
査
僧
可
也
'
須
至
順
復
者

右
大
俄
欽
命
公
使
大
臣
士
貝
耶
閣
F

*

光
武
元
年

十
月
二
十
二
日

*

一
八
九
七
年
八
月
十
七
日
蓮
陽
の
年
額
を
慶
し
て
光
束
と
改
め
同
年

十
月
十
二
日
囲
次
を
大
韓
と
稀
す
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
O

こ
･̂

に
至
っ
て
外
部
大
臣
閲
種
獣
は
ァ
レ
ク
セ
ー
フ
の
就
任
を
承

認
し
た
の
で
あ
る
｡
然
し
問
題
は
未
だ
解
決
し
た
の
で
は
な
い
｡

果
し
て
翌
々
日
十
月
二
十
四
日
ス
パ
イ
ヤ
ー
は
現
任
慶
支
部
紙
数
.

顧
問
官
乗
海
謝
絶
税
務
司
英
聞
入
ブ
ラ
ウ
ン
の
解
雇
を
要
求
し
'

ァ
レ
ク
セ
ー
フ
の
新
任
の
時
期
を
詰
問
し
乗
っ
た
｡
そ
れ
に
射
し

十
月
二
十
六
日
附
で
閲
梗
獣
よ
-
照
孝
し
て
居
る
｡
即
ち

(
文
書

三
'
俄
案
照
復
第
日
十
四
競
)

大
韓
外
部
大
臣
閲
種
新
馬
照
復
事
'
周
得
我
麿
本
月
二
十
四
日

接
准
頂
要

,内
開
･
貴
(附
)暦
本
月
二
十
二
品

准
貴
(端

)

照
内
問
等
困
､
均
巳
閲
悉
'
而
該
照
内
閲
'

ア
レ
ク
セ
ー
フ
之

勝
馬
大
韓
度
支
部
総
裁
顧
問
官
乗
海
関
紙
税
務
司
'
而
税
務

1

事
･
金
不
協
意
於
本
大
臣
(
似
て

)
者
也
･

昌

･

貴
大
臣

(鮒
挿
)
不
馬
説
明
署

度
支
部
総
裁
顧
問
官
東
海
霊

魂
讐

之
解
雇
'

二
日
'

亦
不
篤
説
明
郵
時
ア
レ
ク
セ
ー
フ
必
始
他
之

新
任
事
務
'
故
鼓
以
蒲
焼
貴
大
臣
'
不
費
時
日
'
随
速
結
末
可

也
'
該
事
之
硬
抱
今
巳
久
夫
'
此
是
至
易
至
便
之
事
也
等
因
､

准
此
､
業
経
韓
順
我
慶
支
部
､
内
栴
'
蚕
俄
員

ア
レ
ク
セ
ー
フ

就
空

事
･
菜
准
貴
(
雅

文
)

欄
内
従
中
豊

尋

語
･
作
者
俄
公

使
､
井
行
知
照
貴
部
(軸
id
)
硯
茶
顧
問
官
東
海
的
絶
税
務
司
僻
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屈
･
腰
俄
員
ア
レ
ク
セ
ー
フ
郊
時
新
任
事
琴

望

見
部
(鵬
支
)
餐

琳
'
請
照
諒
迅
郎
示
復
馬
要
等
語
'
素
話
旋
接
覆
開
'
該
員
新

任
事
務

一
節
'
自
首
就
次
照
琳
'
至
於
現
在
顧
問
官
乗
海
関
絶

税
務
司
解
竺

節
･
雲

臣
(鮒
)
悪

照
該
公
館
確
商
安
等

困
'
前
兆
'
准
此
'
傭
文
照
復
'
請
煩

貴
公
使
黍
照
可
也
'
第
至
照
賓
者

右大
俄
欽
命
公
使
大
臣
士
貝
耶
閣
下

光
武
元
年
(
か
仇
)
十
月
二
十
六
日

次
い
で
十

1
月
八
日
ス
パ
イ
ヤ
ー
よ
-

｢
十

1
月
十
日
午
後
三
時

貸
図
度
支
部
親
裁
顧
問
官
ア
レ
ク
セ
ー
フ
氏
は
そ
の
日
よ
り
職
務

を
行
ふ
馬
鹿
支
部
に
赴
い
て
度
支
部
署
埋
大
臣
に
両
替
す
る
で
あ

ら
う
｣
と
照
合
L
t
そ
れ
に
封
し
外
部
大
臣
超
乗
式
よ
り
左
の
如

き
絹
賓
を
残
し
て
居
る
0
(
文
書
四
俄
案
照
復
第
四
十
八
坂
)

大
韓
外
部
大
臣
超
乗
式
馬
周
復
事
'
照
得
我
贋
本
月
八
日
産
別

貴
(
㍑

ィ
)
署

内
開
､
傾
得
貴
(師
)
暦
本
年
十

万

十
日
下

平
三
鮎
鐘
貴
図
度

支
部
絶
顧
問
官
ア
レ
ク
セ
ー
フ
以
英

日
本
日

税
務
'
吹
牌
行
前
柱
干
貴
国
度
支
部
､
敬
面
皮
支
部
署
理
大
臣

英
t
等
此
備
文
照
合
'
講
煩
貴
大
臣
禿
照
后
'
韓
照
千
度
支
部

署
理
大
鹿
可
也
等
因
'
唯
此
'
常
経
知
照
我
度
支
部
'
相
膝
備

文
照
復
'
講
煩

貴
公
便
衣
照
可
也
'
須
至
照
夜
着

右

照

復

大
俄
欽
命
公
使
大
臣
士
貝
耶
閣
下

光
武
元
年
十

一
月
九
日

か
-
て
ア
レ
ク
セ
ー
フ
は
十

7
月
十
日
よ
-
度
支
部
紙
顧
問
官
乗

海
関
紙
桝
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
文
書
を
通
じ
て
見
る
時
'
ア
レ
ク
セ
ー
フ
の
任
命
は

朝
鮮
側
よ
り
希
望
せ
し
所
で
な
-
'
却
っ
て
ロ
シ
ャ
よ
-
押
付
け

ら
れ
た
こ
と
が
明
瞭
と
な
る
.
巳
に
イ
ギ
リ
ス
よ
-
ブ
ラ
ウ
ン
を

碑
し
て
屈
-
'
且
そ
の
任
期
未
満
で
あ
る
際
'
殊
更
に
ア
レ
ク
セ

ー
フ
を
特
用
す
る
理
由
は
な
い
｡
後
日
に
至
っ
て
イ
ギ
リ
ス
が
こ

れ
に
封
し
て
烈
し
-
抗
議
し
'
朝
鮮
側
は
こ
れ
が
封
策
に
窮
し
て
.

居
る
｡

文
書

一
に
ロ
シ
ャ
皇
帝
の
戴
冠
式
の
際
文
書
を
以
て
朝
鮮
使
節

よ
-
慶
支
部
顧
問
と
し
て
ロ
シ
.4･
官
吏
を
派
せ
ん
JJ
と
を
要
請
し

た
と
あ
る
｡
常
時
朝
鮮
が
使
節
を
派
遣
t
P
シ
ャ
政
府
と
禽
商
せ

し
め
た
こ
と
は
軍
資
で
あ
る
.
そ
し
て
其
際
の
覚
書
中
に
経
験
あ

る
人
物
を
朝
鮮
の
財
政
状
態
を
研
究
し
'
必
要
な
る
財
政
政
策
を

究
明
す
る
層
p
,h
ヤ
周
.よ
り
屈
命
す
べ
-
'
周
時
収
此
人
物

t
は
朝
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鮮
政
府
援
助
の
篤
の
顧
問
た
る
ペ
L
と
い
ふ
言
葉
は
あ
る
O
邦
し

ぉ

な
が
ら
JJ
の
霊

屋

何
等
相
方
的
な
収
レ
′決
め
で
は
な
-

ロ
シ
ャ

外
務
大
臣
ロ
バ
ノ
フ
ロ
ス
ト
フ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
形
式
化
さ
れ
'

ニ
コ
ラ
イ
二
世
に
依
っ
て
裁
可
さ
れ
た

｢
朝
鮮
使
節

へ
の
同
答
の

要
鮎
｣
に
過
ぎ
な
か
っ
た
JJ
と
は
ロ
マ
ノ
フ
が
そ
の
著

｢
藩
洲
に

於
け
る
ロ
シ
ャ
｣
に
於
て
論
断
し
て
居
る
桝
で
あ
る
｡
覚
書
そ
の

も
の
が
か
1

る
性
質
の
も
の
で
あ
-
'
そ
の
催
文
に
顧
問
を
任
命

す
る
と
は
あ
つ
て
も
'
そ
の
顧
問
は
上
記
の
性
質
の
も
の
で
あ
-

且
つ
任
命
の
時
期
に
寅
っ
て
は
何
等
記
す
所
は
な
い
の
で
あ
る
｡

ア
レ
ク
セ
ー
フ
任
命
の
こ
と
が
ロ
シ
ャ
よ
-
出
た
こ
と
は
想
像
に

難
-
な
い
.
加
之
'
ロ
マ
ノ
7
の

｢
満
洲
に
於
け
る
ロ
シ
ャ
｣
に

よ
れ
ば

｢
1
八
九
七
年
五
月
十
三
日
に
車
っ
て
漸
く
ウ
ィ
ッ
テ

は

ロ
シ
ャ
税
関
官
吏
ア
レ
ク
セ
ー
フ
を
京
城
に
泥
道
す
る
こ
と
を
祉

識
し
た
｣
と
い
ふ
｡
ア
レ
ク
セ
ー
フ
任
命
が
ロ
シ
ャ
か
ら
押
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
｡

fl
シ
ャ
の
意
剛
が
朝

鮮
の
財
政
椿
を
把
捉
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る

で
あ
ら
う
｡

チ
潤健 襖 豊丘 且

額宗門近撫天毒

沸
洲
囲
奉
天
の
省
立
博

物
館
断
裁
に
係
る
撫
近
門

の
.梅
顧
及
び

拓本で

あ

PQTO
拓
本
は

1

九三〇
年

金
硫
抜
氏
の
寄
暦
､
碍
細

は
同
年
蘇
陽
市
政
公
署
の

遠
陳
に
係
る
も

の
で

あ

る
｡
共
に
昨
秋
同
博
物
館
の
内
藤
寛
氏
の
御
好
意
に
よ
っ
て

摸
影
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
.
内
藤
湖
南
先
生
の

｢
溝
洲
究

買
帖
｣

詫

‥

研
警

も
の
叉
,
硯
衣
の
大
東
城
門
釦
ち
撫

近
門
の
店
舗
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
も
の
か
筆
者
は
知
ら

な
い
.
太
宗
の
天
聴
五
年
に
撫
近
門
が
築
か
れ
'
且
つ
常
時

大
金
園
と
糾
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
物
的
詑
桜
で
あ
ら
う
.

嘗
っ
て
今
西
春
秋
氏
も
増
師
清
洲
罵
虞
帖
を
本
誌
第

1
巻
第

1
艦
上
に
紹
介
さ
れ
た
時
撫
近
門
の
こ
と
に
言
及
し
て
居
ら

れ
る
｡

(
三

園

谷

宏
)
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